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１．運営指導における主な指導事項について
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１．運営指導における主な指導事項について

令和5年度から令和7年度に広域福祉課管内で運営指導を実施した居住支援系サービス
（共同生活援助）での主な指導事項

指摘事項 指摘内容

モニタリングの実施
利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保険医療サービスまたは福
祉サービスの利用状況等を把握するため、面談やモニタリングを実施し、心身
の状況等の把握に努めること

サービス提供記録に関すること

サービス提供の記録について、指定共同生活援助を行った際は、利用者ごとに
行った日の内容その他必要な事項を記録すること。また、サービス提供記録は、
支給決定障害者等から指定共同生活援助を行ったことについて、確認を受ける
こと

受給者証に記載する内容 入居又は退去に際しては、当該指定共同生活援助事業者の名称、入居又は退去
の年月日、その他の必要な事項を利用者の受給者証に記載すること
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指摘事項 指摘内容

サービス管理責任者の責務

サービス管理責任者は、個別支援計画の作成に係る会議（サービス担当者会
議）を開催する際、利用者や相談支援専門員等の必要な担当者を招集して開催
すること

サービス管理責任者は、個別支援計画の原案の内容について利用者又はその家
族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ること

サービス管理責任者は、個別支援計画を作成した際は、利用者及び利用者等に
対して相談支援を行う相談支援事業者等へ交付すること。また、交付した記録
を残すこと

業務継続計画
感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する指定障害福祉サービス
の継続的な実施及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための「業務継続
計画」を作成すること

研修の実施

・サービスに必要な介護技術等、従業者の資質向上のための研修の機会を確保
すること。
・従業者に対し、感染症及び食中毒の防止及びまん延の防止のための研修並び
に訓練を年2回以上実施すること
・従業者に対し、身体拘束適正化のための研修を年１回以上定期的に開催する
こと
・虐待防止の対策検討委員会を年１回以上開催し、その内容を従業者に周知徹
底すること
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指摘事項 指摘内容

重度障害者支援加算
重度障害者支援加算の算定要件にある、行動障害を有する利用者に係る支援計
画シートが作成されていなかったため、作成し、既に請求済みの当該加算によ
る給付は返還すること

夜間支援体制加算
長期入院時支援特別加算
帰宅時支援加算

支援内容等につき、個別支援計画に位置づけることが前提となる加算につき、
個別支援計画に当該加算適用の旨を記載すること
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２．大阪府内 居住支援系の行政処分事例について
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２．大阪府内 居住支援系の行政処分事例について
処分日 所在地市町村 サービス種別

等
指定取り消しの理由

令和６年 
2 月１日 
（指定取消）

東大阪市 共同生活援助 訓練等給付費の不正請求
（障害者総合支援法第５０条第１項第５号）
サービス管理責任者が個別支援計画、個別支援計画の原案、モニタリング
記録表、サービス担当者会議録を作成していなかった。そのため、サービ
ス管理責任者が作成した個別支援計画等が無い状態で指定共同生活援助
を提供していたにも関わらず、個別支援計画未作成減算を適用せず、訓練
等給付費を不正に請求し受領した。

虚偽の報告
（障害者総合支援法第５０条第１項第６号）
・従業者の履歴書及び雇用契約書、給与明細書について、本市に虚偽の書
類を作成し提出した。
・法人代表への聴き取りで管理者が常勤で働いているかのように装うた
め、虚偽の報告を行った。
・個別支援計画に関する書類を実際は別の職員が作成しているにも関わら
ず、サービス管理責任者が作成したかのように装い、本市に虚偽の書類を
作成し提出した。
不正の手段による指定（障害者総合支援法第法第５０条第１項第８号） 
人員配置基準を満たすため、新規指定申請時に常勤として勤務予定のない
者の名義を使用し、その者を管理者として配置するとして、本市に虚偽の
申請書を提出し、指定を受けた。
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３．大阪府外 居住支援系の行政処分事例について
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処分日 所在地市町村 サービス種
別等

指定取り消しの理由

令和6年8月31日
（指定取消）

愛知県
名古屋市

共同生活援
助

金銭的虐待（障害者総合支援法第５０条第１項第３号）
食材料費を過大徴収していたという事実が認められ、これによって障害者か
ら不当に財産や金銭を使用した等の経済的虐待があったと判断されているこ
とから、障害者虐待防止法第2条第7項第5号に規定する「障害者福祉施設従
業者等による障害者虐待」に該当し、障害者総合支援法第42条第3項におけ
る人格尊重義務に違反した。

不正請求（障害者総合支援法第５０条第１項第６号）
・障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等に要す
る費用について、報酬告示に定める単位数表に基づき請求すべきところ、世
話人及び夜間支援従事者の配置数に変更があっても、報酬告示に定める単位
数で請求することなく、変更前の人員配置に基づく単位数のまま訓練等給付
費の請求を行った。
・障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等に要す
る費用について、報酬告示に定める単位数表に基づき請求すべきところ、
サービス管理責任者を適切に配置していない状態であったにもかかわらず、
サービス管理責任者欠如減算を適用せず、訓練等給付費の請求を行った。

虚偽の報告（障害者総合支援法第５０条第１項第７号該当）
・令和2年12月16日の障害者総合支援法第48条第1項に基づく監査により提
出を命じた書類について、実態と異なる従業者の勤務の体制及び勤務形態一
覧表、出勤簿を提出した。更に、令和5年2月13日に実施した障害者総
合支援法第48条第1項に基づく監査における提出書類について、実態と異な
る出勤簿を提出した。

３．大阪府外 居住支援系の行政処分事例について
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処分日 所在地市
町村

サービス種別
等

指定取り消しの理由

（障害者総合支援法第５０条第１項第１１号）
・サービス管理責任者を適切に配置していない状態であったにもかかわらず、
サービス管理責任者を配置しているものとして平成31年3月8日、令和元年8
月8日に変更届出書を提出した。

令和6年12月27日
（一部効力停止）

茨城県
水戸市

共同生活援助 人格尊重義務違反
（法第50条第1項第3号）
開所した令和4年3月から，令和5年3月までの期間において，食材料費として
利用者から徴収した費用と実際にかかった費用に大幅な差額が生じていたに
もかかわらず，精算して利用者に差額を返還せず，利用者から不当に財産上
の利益を得ていた。（経済的虐待）
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４．事業運営上の重点事項
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４．事業運営上の重点事項

令和６年度報酬改定の概要

①利益供与等の禁止
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、
 設備及び運営に関する基準」（平成１８年９月２９日厚労省令第１７１号）

 ●第３８条
  １．事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等
    又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定居宅介護事業者を紹介することの対償として、金品
    その他の財産上の利益を供与してはならない。
  ２．指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業
    を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収
    受してはならない。 

〇解釈通知（最終改正 令和7年3月31日付 こ支障第86号 障発0331第21号） 
➢ 指定事業者が、当該サービスの利用希望者を紹介した者（障害福祉サービス事業者以外の事業者）に対し、
その対償として、金品等の利益の供与を行うこと。
➢ 利用者が友人を紹介した際に、紹介した利用者と紹介された友人に金品を授与すること

当該規定に違反するものと明確化
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②グループホーム入居中における一人暮らし等に向けた支援の充実

③グループホーム退居後における支援の評価



15

共同生活援助における支援の実態に応じた報酬の見直し
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共同生活援助における支援の質の確保（地域との連携） 
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受講後のアンケートはLogoフォームで回答してください。

回答は、事業者（指定番号）毎に行ってください。

回答が無い場合、集団指導未受講となり、運営指導の対象となります。

研修受講お疲れさまでした。

令和７年度集団指導は以上です。

動画研修《共通編》紙面研修《サービス別》の両方を受講後、


